
 「⼤阪府財政運営基本条例」に基づく公表  
１ 財政リスクの点検（新規事業） 

 
 

 

２ 損失補償・債務保証の点検 

 
 
 
 
 

資料５ 

第９条 府は、新たに事業を実施しようとするときは、これに伴う財政リスク（※）の把握に努めるとともに、予算編成の過程において、当該財政リスクの内容を明らかに
するものとする。 

   ※「財政運営に著しい影響を及ぼす危険又はその危険を有する事象」（第２条） 

（損失補償等の原則禁止） 
第１０条 府は、府以外の者の債務に関して、債権者その他の者に対し、あらかじめ損失補償の債務を負担しないものとする。ただし、債務を負担する必要性、当該

府以外の者の財務状況及び損失補償に係る事業の採算性、補償する損失の範囲、補償の限度額の妥当性、損失の確定の時期、債務を負担する場合に財政
運営に与える影響その他必要な事項に関し検討を⾏った結果、やむを得ない理由があると認められる場合に限り、これらの事項を明らかにした上で、債務を負担する
ことができる。 

   ※債務保証も同様の規定（第 10 条第 3項） 
   ※既往の損失補償・債務保証についても点検・公表（附則第４項） 



    ◆主な新規事業

事   業   名 事業費
（千円）

  ※ 各事業の概要は、資料1「令和5年度当初予算案の概要」の【４】主な事業をご覧ください。

説           明

（１）⽔と光を活かした⽔都⼤阪の魅⼒創出事業
    （中之島GATE整備事業） 35,000 今後、詳細設計を実施していく中で、財政リスクを把握。

（２）大阪広域データ連携基盤整備事業
    （大阪Myポータル構築・運営事業） 315,202 今後、計画が具体化する中で、財政リスクを把握。

（３）知的障がい支援学校の整備 57,758 今後、詳細設計を実施していく中で、財政リスクを把握。

  その他の新規事業については、事業規模や実施期間などの点から、財政リスクは小さい。

○ 新規事業については、財政運営基本条例第９条第１項に基づき、予算編成過程を通じて「府の財政運営に著しい影響を及ぼす危険（財政リスク）」の
把握に努めた。

○ その結果、予算措置を⾏った各事業は、いずれも現時点において財政リスクは⼩さい。
○ 今後も、毎年度の予算編成過程において精査する。

１ 財政リスクの点検（新規事業）



 

 

２ 損失補償・債務保証の点検 

 

 

 

 

⼤阪府財政運営基本条例第１０条第 1項及び第１０条第３項に基づき、損失補償・債務保証を⾏うものについて点検した。 
 
   【 凡   例 】 

保 補 債務保証 損失補償 



法人名 （共同発行市場公募
地方債を発行する３７団体）

事業名 ○地方債証券の共同発行によって生ずる連帯債務
（債務保証）

事業スキーム 債務保証に係る点検内容

投資家

○スキームの概要

発行ロットの大型化による流動性の向上、連帯債務方式での発行及び
ファンドの設置などにより優れた商品性を実現するとともに、安定的な資
金調達を行うことを目的として、全国型市場公募地方債を発行する地方
公共団体のうち３７団体が共同して証券を発行するもの。

○債務保証（連帯債務）の内容

地方財政法第５条の７の規定に基づく連帯債務であり、３７団体の各々
が発行額の全額について、償還及び利息の支払いの責任を負うもの。

債務を負担
する必要性

共同発行市場公募地方債の発行に際しては、
地方財政法第５条の７の規定により連帯債務
を負うことが義務付けられているため

債務保証に係る
事業の採算性

地方債は、国の地方財政計画の策定等を通
じた元利償還に対する国の財源保障等がな
されていることから、参加団体が返済不能と
なることはないと考える。

保証する
損失の範囲

共同発行市場公募地方債の総額から府の調
達額を除いた額及びその利子額

保証限度額
の妥当性

地方財政法第５条の７の規定に基づくもの

他の保証人
その他の
担保の有無

共同発行市場公募地方債を発行するすべて
の地方公共団体が相互に連帯債務を負う

債務を負担する場
合に財政運営に
与える影響

R５設定額 ： １兆１６０億円
（設定残額 １３兆２，６３０億円）

（３７団体の各々が発行額の全額の責任を負
うもの）

補

共同発行市場公募地方債を
発行する道府県、政令市

３７団体が地方債の

償還及び利払につい
て連帯して債務を負う

保 証券発行による
資金調達

償
還

利
払
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法人名 （共同発行市場公募地方債（グリーンボンド）
を発行する３５団体※令和５年１月24日時点）

事業名 ○地方債証券の共同発行によって生ずる連帯債務（グリーンボンド）
（債務保証）

事業スキーム 債務保証に係る点検内容

投資家

○スキームの概要

発行ロットの大型化による流動性の向上、連帯債務方式での発行など
により優れた商品性を実現するとともに、安定的な資金調達を行うことを
目的として、全国型市場公募地方債を発行する地方公共団体のうち３５
団体が共同して証券を発行するもの。

○債務保証（連帯債務）の内容

地方財政法第５条の７の規定に基づく連帯債務であり、３５団体の各々
が発行額の全額について、償還及び利息の支払いの責任を負うもの。

債務を負担
する必要性

共同発行市場公募地方債（グリーンボンド）の
発行に際しては、地方財政法第５条の７の規
定により連帯債務を負うことが義務付けられ
ているため

債務保証に係る
事業の採算性

地方債は、国の地方財政計画の策定等を通
じた元利償還に対する国の財源保障等がな
されていることから、参加団体が返済不能と
なることはないと考える。

保証する
損失の範囲

共同発行市場公募地方債の総額から府の調
達額を除いた額及びその利子額

保証限度額
の妥当性

地方財政法第５条の７の規定に基づくもの

他の保証人
その他の
担保の有無

共同発行市場公募地方債を発行するすべて
の地方公共団体が相互に連帯債務を負う

債務を負担する場
合に財政運営に
与える影響

R５設定額 ： １，０９０億円

（３５団体の各々が発行額の全額の責任を負
うもの）

補

共同発行市場公募地方債
（グリーンボンド）を

発行する道府県、政令市

３５団体が地方債の

償還及び利払につい
て連帯して債務を負う

保 証券発行による
資金調達

償
還

利
払
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損失補償に係る点検内容

債務を負担
する必要性

小規模企業者等の創業及び経営革新に必要
な設備投資を支援するための制度であり、府
として事業の必要性が高く、貸与機関である
（公財）大阪産業局が事業を円滑に行うには
府の損失補償が必要。

損失補償に係る
事業の採算性

当該事業の進捗状況は、毎月報告を受けて
おり、事故等の発生時に随時報告を受けてい
ることから、事業の円滑な実施に支障を来す
ことはないと考えられる。

補償する
損失の範囲

基準日までに生じた未収債権のうち、被貸与
者からの保証金の残額や（公財）大阪産業局
の貸倒引当金等の額を差し引いたもの。
（限度額 ： 事業費の１０％）

補償限度額
の妥当性

府の行政目的の効率的かつ効果的な達成を
図る観点から、妥当な範囲としている。

損失の確定時期 未収債権が基準日においても回収できる見
込みがないとき。

債務を負担する
場合に財政運営
に与える影響

R5設定額： ２億円
（設定残額 ： １８．２億円）

法人名 （公財）大阪産業局 事業名 ○小規模企業者等設備貸与事業損失補償

事業スキーム

○スキームの概要
小規模企業者等の創業及び経営革新に必要な設備の導入を促進するた
め（公財）大阪産業局が下記の事業を行うもの。
設備貸与事業（長期低利で割賦販売又はリース）を行う制度。必要となる
資金は、府及び金融機関からの借入によりまかなっている。

○損失補償の内容
小規模企業者等が、（公財）大阪産業局に対して、債務不履行が生じた場
合、府が損失補償を行う。

法人の財務状況 （令和３年度）

◆貸借対照表 （単位：百万円）

資産合計 17 ,734 負債合計 9 ,382

 流動資産 8,775  流動負債 1,513

 固定資産 8,959  固定負債 7,869

正味財産合計 8 ,352

◆正味財産増減計算書 （単位：百万円）

当期経常増減額 233

当期経常外増減額 2

当期一般正味財産増減額 235

当期指定正味財産増減額 △ 60 3

大阪府
大阪
産業局

小規模
企業者等

金融機関

借入

償還 償還

割賦又はリース

補
償還 借入



債務保証に係る点検内容

債務を負担
する必要性

府の公共事業に必要な土地を先行取得する
ための制度であり、府として事業の必要性が
高く、安定的かつ有利な金融機関からの資金
調達には、公有地の拡大の推進に関する法
律に基づく府の債務保証が必要。

債務保証に係る
事業の採算性

期限を決めて府が買い戻すこととしているた
め、府が契約を履行する限り採算性に支障を
来すことはない。

保証する
損失の範囲

土地開発公社が一部又は全部の債務を履行
しない場合に残存する債務

保証限度額
の妥当性

府の行政目的の効率的かつ効果的な達成を
図る観点から、妥当な範囲としている

他の保証人
その他の
担保の有無

無

債務を負担する場
合に財政運営に
与える影響

R5設定額 ：１６２億 ６１７万６千円
（設定残額：３１５億６，５５１万７千円）

法人名 大阪府土地開発公社 事業名 ○公共用地取得事業資金借入金に対する債務保証

事業スキーム

大阪府

大阪府
土地開発
公社

地権者

金融機関

償還

保

○スキームの概要

府が地域の秩序ある整備と府民福祉の増進に寄与することを目的に行
う公共事業に必要となる用地を先行取得するもの。必要な資金は金融機
関から借入れる。

○債務保証の内容
金融機関からの借入に対する償還について府が債務保証を行う。

将来の買戻し
を予定

借入

土地の
先行取得

法人の財務状況 （令和３年度）

△13

◆貸借対照表 （単位：百万円）

資産合計 7,200 負債合計 6,296

流動資産 流動負債 985
固定資産 54 固定負債 5,311

資本合計 904
◆損益計算書 （単位：百万円）
当期収入合計 4,270
前年度繰越収支差額 0
当期支出合計 4,283
当期純利益 4

7,146



法人名 大阪府住宅供給公社 事業名 ①大阪府住宅供給公社事業損失
②大阪府住宅供給公社賃貸住宅建設資金等借入

事業スキーム

大阪府
住宅供給
公社

金融
機関

償還 補

借入

○スキームの概要

住民生活の安定と社会福祉の増進に寄与するとともに、秩序ある住宅
市街地の開発に資するため、住宅の積立分譲等の方法により居住環境
の良好な集合住宅及びその用に供する宅地を供給する事業。

○損失補償の内容
公社の金融機関からの借入の償還に対する損失補償。

損失補償に係る点検内容

債務を負担
する必要性

居住環境の良好な集合住宅及びその宅地を
供給する事業であり、府として事業の必要性
が高く、安定的かつ有利な金融機関からの
資金調達には府の損失補償が必要。

損失補償に係る
事業の採算性

公社全体の借入金の償還計画が策定されて
おり、府がこの計画性を確認しているため、
事業に支障を来すことはないと考える。

補償する
損失の範囲

弁済期限又は住宅供給公社が破産、民事再
生等の法的整理手続開始の申し立てを受け
た時点から一定期間後に保有資産の処分に
よる弁済を行っても残存する未弁済額。

補償限度額
の妥当性

府の行政目的の効率的かつ効果的な達成を
図る観点から、妥当な範囲としている。

損失の確定時期 弁済期限又は住宅供給公社が破産、民事再
生等の法的整理手続開始の申し立てを受け
た時点から一定期間後に保有資産の処分に
よる弁済を行っても未弁済額が残存する場
合。

債務を負担する場
合に財政運営に与
える影響

R5設定額 ： ２２億７，６００万円
（設定残額 ２８４億７，７４０万円※R４年度末【見込み】）

法人の財務状況 （令和３年度）

◆貸借対照表 （単位：百万円）
資産合計 220,116 負債合計 158,250

流動資産 14,890 流動負債 12,189
固定資産 205,226 固定負債 146,062

資本合計 61,865

◆損益計算書
営業利益 1,307
経常利益 1,174
当期利益 697
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